丹波市一般廃棄物収集運搬業許可申請（ごみ）
提出書類一覧表
１　この一覧表　１部
※『申請者確認欄』を使用し、チェックを入れたものを提出してください。
２　申請書類　２部　（正本・副本）
※表１-１～15の提出書類を２部提出してください。（正本・副本）
※副本は正本のコピーでかまいません。
※公的機関等が発行する証明書は、申請日以前３か月以内に発行された原本を
添付してください。
３　申請手数料　2,000円
※納入通知書により金融機関等で納付の後、申請書類を提出してください。
◎ 担当者連絡先
ご提出いただいた申請書類に記載された内容等について、問い合わせをする際の担当者名と連絡先を記入してください。
	申請者名
（法人名・屋号）
	

	担当者名
	

	担当者の
連絡先
	（電話）
（FAX）


◎ 申請時の注意事項等
(1) 提出書類は、Ａ４又はＡ３サイズの用紙をご使用ください。
※公的機関等が発行する証明書のうち、原本の提出を求めているもので、Ａ４
サイズより小さい場合は、Ａ４用紙に貼付して提出してください。
(2) 提出書類には、穴あけ、紐綴じ及びホチキス留めはしないでください。
(3) 提出書類は、下記の提出書類一覧１-１～15の順にそろえてください。
	市
様式
	№
	提出書類
	個
人
	法
人
	申請者
確認欄

	有
	
	一般廃棄物収集運搬業許可申請書（様式第３号）
	○
	○
	

	
	１-１
	申請者の住民票の写し
※本籍又は国籍地域の記載があるもの
	○
	○
	

	
	１-２
	定款
※目的に一般廃棄物処理業又は一般廃棄物収集運搬業の記載があること
※現在有効のもの
	－
	○
	

	
	１-３
	登記簿謄本（履歴事項全部証明書）
※３か月以内に発行されたもの（原本）
	－
	○
	

	有
	１-４
	事業者、政令で定める使用人、役員等名簿
	○
	○
	

	
	１-５
	役員等の住民票の写し
※役員等（相談役、顧問、監査役を含む役員全員）と市内に所在する営業所等の長のもの
※本籍又は国籍地域の記載があるもの
※３か月以内に発行されたもの（原本）
	－
	○
	

	有
	１-６
	株主又は出資者の一覧表
※申請者が法人である場合で、発行済み株式総数の100分の５以上の株式を有する株主または出資の額の100分の５以上の額に相当する出資をしている者について記載すること
	－
	○
	

	
	１-７
	発行済み株式総数の100分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の５以上の額に相当する出資をしているものがあるときは、株主又は出資者の住民票の写し
※本籍又は国籍地域の記載があるもの
※３か月以内に発行されたもの（原本）
	－
	○
	

	
	１-８
	従業員の住民票の写し
※３か月以内に発行されたもの（原本）
	○
	○
	

	
	２
	申請者の履歴書
※法人にあっては、事業実績報告書及び役員の履歴書を含む
	○
	○
	

	
	３
	申請者の印鑑証明書
※法人にあっては、法人及び役員等（相談役、顧問、監査役を含む役員全員）の印鑑証明書
※申請書等への押印はこの印を使用すること
	○
	○
	

	
	４
	申請者の身分証明書
※身分証明書及び登記されていないことの証明書
※法人の場合は役員を含む
	○
	○
	

	有
	５
	従業員名簿
※アルバイト等を含む
	○
	○
	

	有
	６-１
	車両の一覧表
※自動車検査証に記載のとおり記入すること
	○
	○
	

	有
	６-２
	車庫及び機械の一覧表
※車庫及び業務に必要な機械（車両以外）について記入すること
	○
	○
	

	有
	６-３
	事務所の見取図及び写真
	○
	○
	

	有
	６-４
	車庫・機械の保管場所の見取図及び写真
	○
	○
	

	
	７
	申請者の丹波市税等の滞納が無い証明書
※申請者本人（個人又は法人）のもの
	○
	○
	

	有
	８-１
	事業計画の概要を記載した書類（事業計画書）
	○
	○
	

	有
	８-２
	業務経歴書
	○
	○
	

	
	８-３
	廃棄物の種類と収集運搬及び処理の流れ図
※資料別紙１を参照のうえ作成すること
	○
	○
	

	有
	８-４
	収集又は運搬を契約している（予定を含む）事業者一覧表
	○
	○
	

	
	８-５
	契約している（予定を含む）事業者の廃棄物排出計画書の写し
	○
	○
	

	
	８-６
	契約している（予定を含む）事業者の契約書（仮契約書）の写し
	○
	○
	

	有
	８-７
	料金算定の根拠
※別途料金表を添付すること
	○
	○
	

	有
	８-８
	１日の作業能力及び作業計画
※申請時の事業規模で対応できる最大の作業能力及び標準的な作業計画を記入すること
	○
	○
	

	有
	８-９
	取扱廃棄物の種類
※収集運搬業として取り扱い予定の廃棄物の種類に○を付すこと
	○
	○
	

	有
	８-10
	一般廃棄物の処理の方法
※廃棄物の種類と収集運搬及び処理の流れ図との整合を図り、収集運搬業として収集した廃棄物の搬入先及び処理方法を記入すること
	○
	○
	

	
	９
	№６-１、６-２、６-３に掲げる設備・施設の不動産登記事項証明書
※申請者が所有権を有していない場合は、賃貸借契約書等の使用する権限を有することを証する書類を提出すること
	○
	○
	

	
	10
	使用する車両の自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証の写し
	○
	○
	

	有
	11
	申請者が法第７条第５項第４号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
※法人の場合は役員（監査役、顧問を含む）を含む
※印鑑登録証明書の印鑑を使用すること
	○
	○
	

	
	12-１
	収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有することを記載した書類
※履歴書、講習会等の終了証書の写し等を添付すること
	○
	○
	

	
	12-２
	丹波市の一般廃棄物処理業（収集運搬業）許可証の写し
	○
	○
	

	
	12-３
	他市区町村等の一般廃棄物処理業（収集運搬業）許可証の写し
※他市区町村等から一般廃棄物処理業の許可を受けている場合に限る
	○
	○
	

	有
	13
	使用する車両の全体・横・後方の写真
	○
	○
	

	有
	14
	誓約書
	○
	○
	

	有
	15
	丹波市暴力団排除条例に関する誓約書
	○
	○
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